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「からだバー」でほぐしてスッキリ

☏ 問
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　12月8日は、フィットネスインストラクターでからだバー1級指導者の港智絵先生を講師に

「からだバーでリフレッシュ」を開催しました。

　木製のからだバーを使用することで普段動きづらい部分も

しっかりと動かすことができました。また、からだバーの2

つのピンで凝り固まった部分に圧をかけたり、さすったりし

て、手の届きにくい部分をほぐしました。参加者は、柔軟性

やバランス、血流促進等、運動前後の体の変化、効果を感じ

ていました。
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不法投棄監視員を募集します!!

三厩地区に在住している方１名の不法投棄監視員を募集します。

不法投棄監視員の要件は下記のとおりとなります。

　不法投棄監視員とは青森県から委嘱され、蟹田、平舘、三厩地区にそれぞれ１名ずつお

ります。各地区にごみが不法投棄されていないか巡回、監視し、不法投棄を発見した場合

には支給されるタブレットで青森県に報告する方です。

　・三厩地区に在住している成人の方。※75歳未満の方

　・担当区域内において、定期的に不法投棄監視業務の遂行ができる方。

　・犯罪歴のない方。

　・運転免許証及び自家用車を所有している方。

　・平日に活動できる方。

　不法投棄監視員の勤務日数は年16日以内（４月から11月中まで）、勤務時間数は平日の

午前８時30分から午後５時までの間で休憩時間を含み１日７時間以内です。

    勤務日数と勤務時間は不法投棄監視員が計画を立て、不法投棄監視業務をすることにな

ります。

　不法投棄監視員は月の初旬に町経由で業務計画書を青森県に提出し、勤務実態に基づ

き、令和７年度では１日に6,950円が支払われました。（支払いは、２ヶ月分をまとめて支

払われることになります。）

　令和８年２月27日（金）までに役場住民課（TEL： 0174-31-1222）までご連絡ください。

　なお、応募された方でも、町で検討した結果、採用されない場合もありますのでご了承願

います。

外ヶ浜町役場　住民課 ☎ 0174-31-1222問

不法投棄監視員とは？

報酬は？

勤務日数及び勤務時間は？

不法投棄監視員に応募するには？

不法投棄監視員に必要な条件は？
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